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令和３年７月20日　火曜日 長 崎 県 公 報 号　外

毎週　火曜・金曜日発行 ◯印は長崎県例規集に登載するもの

目　　　　　次

◎　条　例	 　所管課（室）名
　○職員の服務の宣誓に関する条例及び公安委員の服務の宣誓に関する条例の  人 事 課
　　一部を改正する条例  警 察 本 部
○長崎県職員定数条例の一部を改正する条例  新行政推進室
○長崎県税条例の一部を改正する条例  税 務 課
○長崎県保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例  福 祉 保 健 課
○長崎県薬務関係手数料条例の一部を改正する条例  薬 務 行 政 室
○長崎県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する  障 害 福 祉 課
　条例等の一部を改正する条例  こども家庭課
○長崎県立長崎図書館設置条例の一部を改正する条例  教 育 庁
  生 涯 学 習 課
○長崎県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する  警 察 本 部
　基準を定める条例の一部を改正する条例  交 通 規 制 課

　職員の服務の宣誓に関する条例及び公安委員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す
る。
　　令和３年７月20日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第29号
　　　職員の服務の宣誓に関する条例及び公安委員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
　　（職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正）
第１条　職員の服務の宣誓に関する条例（昭和26年長崎県条例第４号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

条　　　　　例

改正後 改正前

（職員の服務の宣誓） （職員の服務の宣誓）
第２条　新たに職員となった者は、任命権者に宣誓してから
でなければ、その職務を行ってはならない。

第２条　新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の
定める上級の公務員の面前において、宣誓してからでなけ
れば、その職務を行ってはならない。

２　前項の宣誓は、一般職員にあっては別記様式第１号、警
察職員にあっては別記様式第２号の提出により行うものと
する。

２　前項の宣誓は、一般職員にあっては別記様式第１号によ
り、警察職員にあっては別記様式第２号により宣誓書に署
名押印して行うものとする。

３　略 ３　略

　様式第１号及び様式第２号中「印」を削る。
　　（公安委員の服務の宣誓に関する条例の一部改正）
第２条　公安委員の服務の宣誓に関する条例（昭和29年長崎県条例第25号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。
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改正後 改正前

第２条　新たに任命された委員は、知事に別記様式の宣誓書
を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

第２条　新たに任命された委員は、知事の面前において別記
様式の宣誓書に署名押印してからでなければ、その職務を
行ってはならない。

　様式中「印」を削る。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

　長崎県職員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和３年７月20日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第30号
　　　長崎県職員定数条例の一部を改正する条例
　長崎県職員定数条例（昭和24年長崎県条例第43号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（職員の定数） （職員の定数）
第２条　職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 第２条　職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
⑴　略 ⑴　略
⑵　知事の事務部局の職員　3,990人 ⑵　知事の事務部局の職員　4,090人
⑶～⑻　略 ⑶～⑻　略
　　　合計　4,328人 　　　合計　4,428人

２　前項に規定するもののほか、企業会計職員の定数は、次
に掲げるとおりとする。

２　前項に規定するもののほか、企業会計職員の定数は、次
に掲げるとおりとする。

⑴　略 ⑴　略
⑵　その他の企業会計職員　５人以内 ⑵　港湾事業その他の企業会計職員　29人以内

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。

　長崎県税条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和３年７月20日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第31号
　　　長崎県税条例の一部を改正する条例
　長崎県税条例（昭和47年長崎県条例第７号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（事業税の課税免除及び不均一課税） （事業税の課税免除及び不均一課税）
第17条　知事は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別
措置法（令和３年法律第19号。以下「過疎法」という。）
第８条第１項の市町村計画に同条第４項第１号の産業振興
促進区域として記載された区域（以下「産業振興促進区域」
という。）内に、次の各号に掲げる事業の用に供する過疎
地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方
税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合
等を定める省令（令和３年総務省令第31号。第25条第１項
及び第74条第１項において「総務省令」という。）第１条
第１号に規定する特別償却設備（第３項において「特別償
却設備」という。）を取得等（取得又は製作若しくは建設
をいい、建物及びその附属設備にあっては改修（増築、改
築、修繕又は模様替をいう。）のための工事による取得又

第17条　知事は、次の表の左欄に掲げる地区内に、同表の中
欄に掲げる事業の用に供する設備を構成する減価償却資産
（法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第13条第１号か
ら第７号まで、又は所得税法施行令（昭和40年政令第96号）
第６条第１号から第７号までに掲げるものに限る。）で同
表の右欄に掲げる設備を含むもの（次項において「当該設
備」という。）を新設し、又は増設した者については、同
表の各項に掲げる省令で定めるところにより計算した収入
金額又は所得に対しては、事業税を課さない。
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は建設を含む。ただし、租税特別措置法施行令（昭和32年
政令第43号）第28条の９第10項に規定する資本金の額等が
5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増
設に限る。第３項において同じ。）をした者（同号に規定
する特別償却設備設置者に限る。第25条第１項及び第74条
第１項において「特別償却設備設置者」という。）につい
ては、省令で定めるところにより計算した収入金額又は所
得に対しては、事業税を課さない。
⑴　製造業
⑵　情報サービス業等（過疎法第23条に規定する情報サー
ビス業等をいう。第25条第１項及び第74条第１項におい
て同じ。）　
⑶　農林水産物等販売業（産業振興促進区域内において生
産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは
材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗に
おいて主に他の地域の者に販売することを目的とする事
業をいう。第25条第１項及び第74条第１項において同
じ。）　
⑷　旅館業（下宿営業を除く。以下同じ。）　

地区 事業 設備

過疎地域自立促進特別
措置法（平成12年法律
第15号。以下「過疎法」
という。）第２条第２
項の規定により過疎地
域として公示された地
区（第３項、第25条第
１項及び第74条第１項
において「過疎地区」
という。）　

製造業、旅館業（下
宿営業を除く。）又
は農林水産物等販売
業（過疎地域自立促
進特別措置法第30条
に規定する事業をい
う。以下同じ。）　

過疎地域自立促進
特別措置法第31条
の地方税の課税免
除又は不均一課税
に伴う措置が適用
される場合等を定
める省令（平成12
年自治省令第20
号）第１条第１号
イに規定する特別
償却設備

離島振興法（昭和28年
法律第72号）第２条第
２項の規定により離島
振興対策実施地域とし
て公示された地区（第
４項、第25条第１項及
び第74条第１項におい
て「離島地区」という。）

製造業、旅館業（下
宿営業を除く。）、情
報サービス業その他
離島振興法第20条の
地方税の課税免除又
は不均一課税に伴う
措置が適用される場
合等を定める省令
（平成５年自治省令
第１号。以下この項、
第25条第１項及び第
74条第１項において
「総務省令」という。）
で定める事業

総務省令第２条第
１号に規定する特
別償却設備

２　知事は、離島振興法（昭和28年法律第72号）第２条第２
項の規定により離島振興対策実施地域として公示された地
区（第５項、第25条第２項及び第74条第２項において「離
島地区」という。）内に、次の各号に掲げる事業の用に供
する離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税
に伴う措置が適用される場合等を定める省令（平成５年自
治省令第１号。以下この項、第25条第２項及び第74条第２
項において「総務省令」という。）第２条第１号に規定す
る特別償却設備（次項において「特別償却設備」という。）
を新設し、又は増設した者（同号に規定する特別償却設備
設置者に限る。第25条第２項及び第74条第２項において
「特別償却設備設置者」という。）については、省令で定め
るところにより計算した収入金額又は所得に対しては、事
業税を課さない。
　⑴　製造業
　⑵　旅館業
　⑶　情報サービス業その他総務省令で定める事業
３　前２項の規定は、第１項の特別償却設備の取得等をした
者又は前項の特別償却設備を新設し、若しくは増設した者
が、特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事
業年度から特別償却設備を事業の用に供した日から起算し
て３年を経過する日までに終了する年又は事業年度までに
係る事業税について適用する。

２　前項の規定は、当該設備を新設し、又は増設した者が当
該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度から
当該設備を事業の用に供した日から起算して３年を経過す
る日までに終了する年又は事業年度までに係る事業税につ
いて適用する。

４　産業振興促進区域内において畜産業又は水産業を行う個
人で、その者又はその同居の親族の労力によってこれらの
事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における
延べ労働日数の３分の１を超え、かつ、２分の１以下であ
るものについては、過疎法第２条第２項の規定による公示

３　過疎地区内において畜産業又は水産業を行う個人で、そ
の者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を
行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労
働日数の３分の１を超え、かつ、２分の１以下であるもの
については、過疎法第２条第２項の規定による内閣総理大
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の日の属する年以後の各年のその者の所得に対しては、事
業税を課さない。
５及び６　略

臣の公示の日の属する年以後の各年のその者の所得に対し
ては、事業税を課さない。
４及び５　略

７　知事は、地域再生法（平成17年法律第24号）第７条第１
項に規定する認定地域再生計画に記載された地方活力向上
地域（第25条第４項及び第６項並びに第74条第５項及び第
７項において「地方活力向上地域」という。）内において
同法第17条の２第４項に規定する認定地方活力向上地域等
特定業務施設整備計画（第25条第４項及び第６項並びに第
74条第５項及び第７項において「認定地方活力向上地域等
特定業務施設整備計画」という。）に従って地域再生法第
17条の６の地方公共団体等を定める省令（平成27年総務省
令第73号。以下この項において「総務省令」という。）第
２条第１号に規定する特別償却設備（第25条第４項及び第
６項並びに第74条第５項及び第７項において「特別償却設
備」という。）を新設し、又は増設した認定事業者（同法
第17条の２第４項に規定する認定事業者をいう。第25条第
４項及び第６項並びに第74条第５項及び第７項において同
じ。）であって、同法第17条の２第１項第１号に掲げる事
業を実施する者については、当該特別償却設備を事業の用
に供した日（以下この項において「事業開始日」という。）
の属する年分又は事業年度分から事業開始日から起算して
３年を経過する日までに終了する各年分又は各事業年度分
に限り、総務省令第３条に定めるところにより計算した収
入金額又は所得金額に対しては、事業税を課さない。

６　知事は、地域再生法（平成17年法律第24号）第７条第１
項に規定する認定地域再生計画に記載された地方活力向上
地域（第25条第３項及び第５項並びに第74条第４項及び第
６項において「地方活力向上地域」という。）内において
同法第17条の２第４項に規定する認定地方活力向上地域等
特定業務施設整備計画（第25条第３項及び第５項並びに第
74条第４項及び第６項において「認定地方活力向上地域等
特定業務施設整備計画」という。）に従って地域再生法第
17条の６の地方公共団体等を定める省令（平成27年総務省
令第73号。以下この項において「総務省令」という。）第
２条第１号に規定する特別償却設備（第25条第３項及び第
５項並びに第74条第４項及び第６項において「特別償却設
備」という。）を新設し、又は増設した認定事業者（同法
第17条の２第４項に規定する認定事業者をいう。第25条第
３項及び第５項並びに第74条第４項及び第６項において同
じ。）であって、同法第17条の２第１項第１号に掲げる事
業を実施する者については、当該特別償却設備を事業の用
に供した日（以下この項において「事業開始日」という。）
の属する年分又は事業年度分から事業開始日から起算して
３年を経過する日までに終了する各年分又は各事業年度分
に限り、総務省令第３条に定めるところにより計算した収
入金額又は所得金額に対しては、事業税を課さない。

８　知事は、半島振興法（昭和60年法律第63号）第９条の４
第１項に規定する認定産業振興促進計画に記載された計画
区域（第25条第５項及び第74条第６項において「産業振興
促進計画区域」という。）内において当該認定産業振興促
進計画に定められた同法第17条各号に掲げる事業（第25条
第５項及び第74条第６項において「対象事業」という。）
の用に供する施設又は設備で、半島振興法第17条の地方税
の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
（平成７年自治省令第16号。以下この項において「総務省
令」という。）第１条第１号の規定の適用を受ける施設又
は設備を新設し、又は増設した者については、当該施設又
は設備を事業の用に供した日（以下この項において「操業
開始の日」という。）の属する年分又は事業年度分から操
業開始の日から起算して３年を経過する日までに終了する
各年分又は各事業年度分に限り、総務省令第２条に定める
ところにより計算した収入金額又は所得金額に対しては、
第20条の規定にかかわらず、同条に定める率に、次の各号
に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じ
て得た率を税率として、事業税を課する。

７　知事は、半島振興法（昭和60年法律第63号）第９条の４
第１項に規定する認定産業振興促進計画に記載された計画
区域（第25条第４項及び第74条第５項において「産業振興
促進計画区域」という。）内において当該認定産業振興促
進計画に定められた同法第17条各号に掲げる事業（第25条
第４項及び第74条第５項において「対象事業」という。）
の用に供する施設又は設備で、半島振興法第17条の地方税
の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
（平成７年自治省令第16号。以下この項において「総務省
令」という。）第１条第１号の規定の適用を受ける施設又
は設備を新設し、又は増設した者については、当該施設又
は設備を事業の用に供した日（以下この項において「操業
開始の日」という。）の属する年分又は事業年度分から操
業開始の日から起算して３年を経過する日までに終了する
各年分又は各事業年度分に限り、総務省令第２条に定める
ところにより計算した収入金額又は所得金額に対しては、
第20条の規定にかかわらず、同条に定める率に、次の各号
に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を乗じ
て得た率を税率として、事業税を課する。

　⑴～⑶　略 　⑴～⑶　略
（不動産取得税の課税免除及び不均一課税） （不動産取得税の課税免除及び不均一課税）
第25条　知事は、産業振興促進区域内に特別償却設備設置者
が、次の各号に掲げる事業の用に供する総務省令第１条第
２号に規定する特別償却設備である家屋及びその敷地であ
る土地の取得をしたときは、不動産取得税を課さない。

第25条　知事は、次の表の左欄に掲げる地区内に、同表の中
欄に掲げる事業の用に供する設備を新設し、又は増設した
者が、その事業に係る減価償却資産で同表の右欄に掲げる
建物及びその敷地である土地（以下「建物等」という。）
を取得（土地の取得については、取得の日の翌日から起算
して１年以内に当該土地を敷地とする当該建物の建設の着
手があった場合に限る。次項、第３項及び第４項において
同じ。）したときは、不動産取得税を課さない。

　⑴　製造業
　⑵　情報サービス業等
　⑶　農林水産物等販売業
　⑷　旅館業

地区 事業 建物等

過疎地区 製造業、旅館業（下
宿営業を除く。）又
は農林水産物等販売
業

過疎地域自立促進特別措置法
第31条の地方税の課税免除又
は不均一課税に伴う措置が適
用される場合等を定める省令
第１条第２号に規定する特別
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償却設備である家屋及びその
敷地である土地に該当する建
物等

離島地区 製造業、旅館業（下
宿営業を除く。）、情
報サービス業その他
総務省令で定める事
業

総務省令第２条第２号に規定
する建物等

２　知事は、離島地区内に特別償却設備設置者が、次の各号
に掲げる事業の用に供する総務省令第２条第２号に規定す
る特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得
をしたときは、不動産取得税を課さない。
　⑴　製造業
　⑵　旅館業
　⑶　情報サービス業その他総務省令で定める事業
３　知事は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展
の基盤強化に関する法律（平成19年法律第40号）第14条第
１項に規定する承認地域経済牽引事業者（第74条第４項に
おいて「承認地域経済牽引事業者」という。）である施設
設置者（地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の
基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省
令（平成19年総務省令第94号。以下この項及び第74条第４
項において「総務省令」という。）第３条第１号に規定す
る施設設置者をいう。第74条第４項において同じ。）が、
同法第４条第２項第１号に規定する促進区域（第74条第４
項において「促進区域」という。）内に対象施設（総務省
令第２条に規定する対象施設をいう。第74条第４項におい
て同じ。）の用に供する総務省令第３条第１号に規定する
家屋又はその敷地である土地を取得したときは、不動産取
得税を課さない。
４～７　略

２　知事は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展
の基盤強化に関する法律（平成19年法律第40号）第14条第
１項に規定する承認地域経済牽引事業者（第74条第３項に
おいて「承認地域経済牽引事業者」という。）である施設
設置者（地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の
基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省
令（平成19年総務省令第94号。以下この項及び第74条第３
項において「総務省令」という。）第３条第１号に規定す
る施設設置者をいう。第74条第３項において同じ。）が、
同法第４条第２項第１号に規定する促進区域（第74条第３
項において「促進区域」という。）内に対象施設（総務省
令第２条に規定する対象施設をいう。第74条第３項におい
て同じ。）の用に供する総務省令第３条第１号に規定する
家屋又はその敷地である土地を取得したときは、不動産取
得税を課さない。
３～６　略

　　（免税軽油の引取り）
第53条　略

　　（免税軽油の引取り）
第53条　略

２　前項ただし書の場合において、免税軽油使用者は、免税
証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引
取りを行うときは、当該免税証に署名しなければならない。

２　前項ただし書の場合において、免税軽油使用者は、免税
証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引
取りを行うときは、当該免税証に記名押印しなければなら
ない。

（固定資産税の課税免除及び不均一課税） （固定資産税の課税免除及び不均一課税）
第74条　知事は、産業振興促進区域内に特別償却設備設置者
が、次の各号に掲げる事業の用に供する総務省令第１条第
３号に規定する特別償却設備である家屋及び償却資産並び
に当該家屋の敷地である土地に対しては、固定資産税を課
さない。
　⑴　製造業
　⑵　情報サービス業等
　⑶　農林水産物等販売業
　⑷　旅館業

第74条　知事は、次の表の左欄に掲げる地区内に、同表の中
欄に掲げる事業の用に供する設備を新設し、又は増設した
者が、その事業に係る大規模の償却資産（以下「機械等」
という。）で同表の右欄に掲げるものを取得したときは、
固定資産税を課さない。

地区 事業 機械等

過疎地区 製造業、旅館業（下
宿営業を除く。）又
は農林水産物等販売
業

過疎地域自立促進特別措置法
第31条の地方税の課税免除又
は不均一課税に伴う措置が適
用される場合等を定める省令
第１条第３号に規定する特別
償却設備である償却資産に該
当する機械等

離島地区 製造業、旅館業（下
宿営業を除く。）、情
報サービス業その他
総務省令で定める事
業

総務省令第２条第３号に規定
する特別償却設備である機械
等

２　知事は、離島地区内に特別償却設備設置者が、次の各号
に掲げる事業の用に供する総務省令第２条第３号に規定す
る特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の
敷地である土地に対しては、固定資産税を課さない。
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　⑴　製造業
　⑵　旅館業
　⑶　情報サービス業その他総務省令で定める事業
３　前２項の規定の適用期間は、当該規定が最初に適用され
た年度以降３箇年度とする。

２　前項の規定の適用期間は、当該規定が最初に適用された
年度以降３箇年度とする。

４～８　略 ３～７　略

　　　附　則
　　（施行期日）
１　この条例は、公布の日から施行し、令和３年４月１日（以下「適用日」という。）から適用する。
　　（過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う経過措置）
２　失効前の過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第２条第２項の規定により過疎地域として公
示された地区（以下「過疎地区」という。）内において、適用日前に製造業、旅館業（下宿営業を除く。）又は
農林水産物等販売業の事業の用に供する特別償却設備を新設し、又は増設した者に課すべき事業税、当該特別
償却設備である家屋又はその敷地である土地の取得に対して課すべき不動産取得税及び当該特別償却設備であ
る家屋若しくは償却資産又は当該家屋の敷地である土地に対して課すべき固定資産税については、この条例に
よる改正後の長崎県税条例（以下「新条例」という。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。
３　この条例による改正前の長崎県税条例（以下「旧条例」という。）第17条第３項の規定は、適用日前に過疎
地区内において畜産業又は水産業を行う個人に課する事業税及び同項を適用して課した個人の事業税の更正に
ついて、なおその効力を有する。
　　（地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省
令の改正に伴う経過措置）
４　平成30年４月１日から令和３年３月31日までの間に旧条例第25条第２項の規定の適用を受ける家屋又はその
敷地である土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例
による。

　長崎県保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和３年７月20日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第32号
　　　長崎県保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
　長崎県保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例（平成24年長崎県条例第58号）の一部を次のように改正
する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（就業環境の整備）
第８条の２　保護施設は、利用者に対し適切な処遇を行う観
点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関
係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を
超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止す
るための方針の明確化等の必要な措置を講じなければなら
ない。
　（業務継続計画の策定等）
第８条の３　保護施設は、感染症又は非常災害の発生時にお
いて、利用者に対する処遇を継続的に行うための、及び非
常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業
務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従
い必要な措置を講じなければならない。
２　保護施設は、職員に対し、業務継続計画について周知す
るとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなけれ
ばならない。
３　保護施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必
要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
（非常災害対策） （非常災害対策）
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第10条　略 第10条　略
２　略 ２　略
３　保護施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地
域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
（衛生管理等） （衛生管理等）

第19条　略 第19条　略
２　救護施設は、当該救護施設において感染症又は食中毒が
発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置
を講じなければならない。

２　救護施設は、当該救護施設において感染症又は食中毒が
発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるよう
努めなければならない。

⑴　当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びま
ん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話
装置その他の情報通信機器を活用して行うことができる
ものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果
について、職員に周知徹底を図ること。
⑵　当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びま
ん延の防止のための指針を整備すること。
⑶　当該救護施設において、職員に対し、感染症及び食中
毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の
予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する
こと。

　　　附　則
　　（施行期日）
１　この条例は、令和３年８月１日から施行する。
　　（業務継続計画の策定等に係る経過措置）
２　この条例の施行の日から令和６年３月31日までの間、改正後の長崎県保護施設等の設備及び運営の基準に関
する条例（以下「新条例」という。）第８条の３の規定の適用については、同条中「講じなければ」とあるの
は「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うも
のとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
　　（感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置）
３　この条例の施行の日から令和６年３月31日までの間、新条例第19条第２項（新条例第27条、第33条及び第39
条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよ
う努めなければ」とする。

　長崎県薬務関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和３年７月20日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第33号
　　　長崎県薬務関係手数料条例の一部を改正する条例
　長崎県薬務関係手数料条例（平成12年長崎県条例第17号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）
番号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額 番号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額

１～33　略 １～33　略

34 医薬品医療機器等
法第11条（同法第
38条及び第40条第
１項において準用
する場合を含む。）
及び医薬品、医療
機器等の品質、有
効性及び安全性の
確保等に関する法
律施行令（昭和36
年政令第11号。以
下「医薬品医療機

薬局開設許可
証、地域連携
薬局認定証、
専門医療機関
連携薬局認定
証、医薬品販
売業許可証、
高度管理医療
機器等の販売
業若しくは貸
与業の許可証
又は再生医療

略 34 医薬品医療機器等
法第11条（同法第
38条及び第40条第
１項において準用
する場合を含む。）
及び医薬品、医療
機器等の品質、有
効性及び安全性の
確保等に関する法
律施行令（昭和36
年政令第11号。以
下「医薬品医療機

薬局開設許可
証、地域連携
薬局認定証、
専門医療機関
連携薬局認定
証、医薬品販
売業許可証、
高度管理医療
機器等の販売
業若しくは貸
与業の許可
証、再生医療

略
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器等法施行令」と
いう。）第２条の
３第１項、第２条
の８第１項若しく
は第45条第１項の
規定に基づく薬局
開設の許可証、地
域連携薬局等の認
定証、医薬品の販
売業の許可証、高
度管理医療機器等
の販売業若しくは
貸与業の許可証又
は再生医療等製品
の販売業の許可証
の書換え交付

等製品販売業
許可証書換え
交付手数料

器等法施行令」と
いう。）第２条の
３第１項、第２条
の８第１項若しく
は第45条第１項の
規定に基づく薬局
開設の許可証、地
域連携薬局等の認
定証、医薬品の販
売業の許可証、高
度管理医療機器等
の販売業若しくは
貸与業の許可証若
しくは再生医療等
製品の販売業の許
可証の書換え交付
又は薬事法の一部
を改正する法律の
施行に伴う関係政
令の整備等及び経
過措置に関する政
令（平成21年政令
第２号。次項にお
いて「整備政令」
という。）附則第
３条の規定により
なおその効力を有
することとされる
同令による改正前
の薬事法施行令第
45条第１項の規定
に基づく医薬品の
販売若しくは授与
の相手方の変更の
許可証の書換え交
付

等製品販売業
許可証又は医
薬品の販売先
等変更許可証
書換え交付手
数料

35 医薬品医療機器等
法第11条（同法第
38条及び第40条第
１項において準用
する場合を含む。）
及び医薬品医療機
器等法施行令第２
条の４第１項、第
２条の９第１項若
しくは第46条第１
項の規定に基づく
薬局開設の許可
証、地域連携薬局
等の認定証、医薬
品の販売業の許可
証、高度管理医療
機器等の販売業若
しくは貸与業の許
可証又は再生医療
等製品の販売業の
許可証の再交付

薬局開設許可
証、地域連携
薬局認定証、
専門医療機関
連携薬局認定
証、医薬品販
売業許可証、
高度管理医療
機器等の販売
業若しくは貸
与業の許可証
又は再生医療
等製品販売業
許可証再交付
手数料

略 35 医薬品医療機器等
法第11条（同法第
38条及び第40条第
１項において準用
する場合を含む。）
及び医薬品医療機
器等法施行令第２
条の４第１項、第
２条の９第１項若
しくは第46条第１
項の規定に基づく
薬局開設の許可
証、地域連携薬局
等の認定証、医薬
品の販売業の許可
証、高度管理医療
機器等の販売業若
しくは貸与業の許
可証若しくは再生
医療等製品の販売
業の許可証の再交
付又は整備政令附
則第３条の規定に
よりなおその効力
を有することとさ
れる整備政令によ
る改正前の薬事法
施行令第46条第１
項の規定に基づく
医薬品の販売若し
くは授与の相手方
の変更の許可証の
再交付

薬局開設許可
証、地域連携
薬局認定証、
専門医療機関
連携薬局認定
証、医薬品販
売業許可証、
高度管理医療
機器等の販売
業若しくは貸
与業の許可
証、再生医療
等製品販売業
許可証又は医
薬品の販売先
等変更許可証
再交付手数料

略

36～45　略 36～45　略

46 医薬品医療機器等
法第39条第６項の
規定に基づく高度
管理医療機器等の
販売業又は貸与業
の許可の更新の申
請に対する審査

略 46 医薬品医療機器等
法第39条第４項の
規定に基づく高度
管理医療機器等の
販売業又は貸与業
の許可の更新の申
請に対する審査

略

47　略 47　略
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48 医薬品医療機器等
法第40条の５第６
項の規定に基づく
再生医療等製品の
販売業の許可の更
新の申請に対する
審査

略 48 医薬品医療機器等
法第40条の５第４
項の規定に基づく
再生医療等製品の
販売業の許可の更
新の申請に対する
審査

略

49　略 49　略

50 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第１号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第12条
第４項の規定によ
る医薬品、医薬部
外品又は化粧品の
製造販売業の許可
の更新の申請に対
する審査

略 50 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第１号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第12条
第２項の規定によ
る医薬品、医薬部
外品又は化粧品の
許可の更新の申請
に対する審査

略

51及び52　略 51及び52　略

53 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第３号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第13条
第１項の規定によ
る医薬品、医薬部
外品又は化粧品の
製造業の許可の申
請に対する審査

医薬品、医薬
部外品又は化
粧品の製造業
許可申請手数
料

⑴　医薬品医
療機器等法
施行規則第
25条第１項
第３号に掲
げ る 区 分
（以下「医
薬品製造区
分（無菌）」
という。）
に係る許可

略 53 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第３号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第13条
第１項の規定によ
る医薬品、医薬部
外品又は化粧品の
製造業の許可の申
請に対する審査

医薬品、医薬
部外品又は化
粧品の製造業
許可申請手数
料

⑴　医薬品医
療機器等法
施行規則第
26条第１項
第３号に掲
げ る 区 分
（以下「医
薬品製造区
分（無菌）」
という。）
に係る許可

略

⑵　医薬品医
療機器等法
施行規則第
25条第１項
第４号に掲
げ る 区 分
（以下「医
薬品製造区
分（一般）」
という。）
に係る許可

略 ⑵　医薬品医
療機器等法
施行規則第
26条第１項
第４号に掲
げ る 区 分
（以下「医
薬品製造区
分（一般）」
という。）
に係る許可

略

⑶　医薬品医
療機器等法
施行規則第
25条第１項
第５号に掲
げ る 区 分
（以下「医
薬品製造区
分（包装、
表示又は保
管）」とい
う。）に係
る許可

略 ⑶　医薬品医
療機器等法
施行規則第
26条第１項
第５号に掲
げ る 区 分
（以下「医
薬品製造区
分（包装、
表示又は保
管）」とい
う。）に係
る許可

略

⑷　略 ⑷　略

⑸　医薬品医
療機器等法
施行規則第
25条第２項
第１号に掲
げ る 区 分
（以下「医
薬部外品製
造区分（無
菌）」とい
う。）に係
る許可

略 ⑸　医薬品医
療機器等法
施行規則第
26条第２項
第１号に掲
げ る 区 分
（以下「医
薬部外品製
造区分（無
菌）」とい
う。）に係
る許可

略

⑹　医薬品医
療機器等法
施行規則第
25条第２項
第２号に掲
げ る 区 分
（以下「医

略 ⑹　医薬品医
療機器等法
施行規則第
26条第２項
第２号に掲
げ る 区 分
（以下「医

略
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薬部外品製
造区分（一
般）」とい
う。）に係
る許可

薬部外品製
造区分（一
般）」とい
う。）に係
る許可

⑺　医薬品医
療機器等法
施行規則第
25条第２項
第３号に掲
げ る 区 分
（以下「医
薬部外品製
造区分（包
装、表示又
は保管）」
という。）
に係る許可

略 ⑺　医薬品医
療機器等法
施行規則第
26条第２項
第３号に掲
げ る 区 分
（以下「医
薬部外品製
造区分（包
装、表示又
は保管）」
という。）
に係る許可

略

⑻　医薬品医
療機器等法
施行規則第
25条第３項
第１号に掲
げ る 区 分
（以下「化
粧品製造区
分（一般）」
という。）
に係る許可

略 ⑻　医薬品医
療機器等法
施行規則第
26条第３項
第１号に掲
げ る 区 分
（以下「化
粧品製造区
分（一般）」
という。）
に係る許可

略

⑼　医薬品医
療機器等法
施行規則第
25条第３項
第２号に掲
げ る 区 分
（以下「化
粧品製造区
分（包装、
表示又は保
管）」とい
う。）に係
る許可

略 ⑼　医薬品医
療機器等法
施行規則第
26条第３項
第２号に掲
げ る 区 分
（以下「化
粧品製造区
分（包装、
表示又は保
管）」とい
う。）に係
る許可

略

54 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第３号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第13条
第４項の規定によ
る医薬品、医薬部
外品又は化粧品の
製造業の許可の更
新の申請に対する
審査

略 54 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第３号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第13条
第３項の規定によ
る医薬品、医薬部
外品又は化粧品の
製造業の許可の更
新の申請に対する
審査

略

55 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第３号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第13条
第８項の規定によ
る医薬品、医薬部
外品又は化粧品の
製造所に係る許可
の区分の変更又は
追加の許可の申請
に対する審査

略 55 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第３号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第13条
第６項の規定によ
る医薬品、医薬部
外品又は化粧品の
製造所に係る許可
の区分の変更又は
追加の許可の申請
に対する審査

略

56 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第３号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第13条
の２の２第１項の
規定による医薬
品、医薬部外品又
は化粧品の製造工
程のうち保管のみ
を行う製造所に係

医薬品、医薬
部外品又は化
粧品の製造工
程のうち保管
のみを行う製
造所に係る登
録申請手数料

１件 31,900円
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る登録の申請に対
する審査

57 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第３号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第13条
の２の２第４項の
規定による医薬
品、医薬部外品又
は化粧品の製造工
程のうち保管のみ
を行う製造所に係
る登録の更新の申
請に対する審査

医薬品、医薬
部外品又は化
粧品の製造工
程のうち保管
のみを行う製
造所に係る登
録更新申請手
数料

１件 21,400円

58　略 56　略

59 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第５号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第14条
第15項の規定によ
る医薬品又は医薬
部外品の製造販売
承認事項の一部変
更の承認の申請に
対する審査

略 57 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第５号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第14条
第13項の規定によ
る医薬品又は医薬
部外品の製造販売
承認事項の一部変
更の承認の申請に
対する審査

略

60及び61　略 58及び59　略

62 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第３号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法施行令
第16条の４の規定
による医薬品、医
薬部外品又は化粧
品の製造業のうち
保管のみを行う製
造所に係る登録証
の書換え交付

医薬品、医薬
部外品又は化
粧品製造工程
のうち保管の
みを行う製造
所に係る登録
証の書換え交
付手数料

１件 2,000円

63 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第３号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法施行令
第16条の５の規定
による医薬品、医
薬部外品又は化粧
品の製造業のうち
保管のみを行う製
造所に係る登録証
の再交付

医薬品、医薬
部外品又は化
粧品製造工程
のうち保管の
みを行う製造
所に係る登録
証の再交付手
数料

１件 2,900円

64 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第７号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第14条
第７項（同条第15
項において準用す
る場合を含む。）
の規定による同法
第14条第１項の承
認を受けようとす
るときに受けなけ
ればならない書面
による調査又は実
地の調査

医薬品又は医
薬部外品の承
認申請時又は
一部変更承認
申請時のＧＭ
Ｐ適合性調査
手数料

⑴　医薬品製
造区分（無
菌）に係る
適合性調査

１件 70,500円 60 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第７号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第14条
第７項（同条第13
項において準用す
る場合を含む。）
の規定による同法
第14条第１項の承
認を受けようとす
るときに受けなけ
ればならない書面
による調査又は実
地の調査

医薬品又は医
薬部外品の承
認申請時又は
一部変更承認
申請時のＧＭ
Ｐ適合性調査
手数料

⑴　医薬品製
造区分（無
菌）に係る
適合性調査

１件 47,200円

⑵　医薬品製
造区分（一
般）に係る
適合性調査

１件 52,900円 ⑵　医薬品製
造区分（一
般）に係る
適合性調査

１件 32,500円

⑶　医薬品製
造区分（包
装、表示又
は保管）に
係る適合性
調査

１件 23,900円 ⑶　医薬品製
造区分（包
装、表示又
は保管）に
係る適合性
調査

１件 15,200円

⑷　医薬品医
療機器等法
第13条の２
の２第１項
に規定する
医薬品の保
管のみを行
う 製 造 所

１件 23,900円
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（以下単に
「医薬品の
保管のみを
行 う 製 造
所 」 と い
う。）に係
る適合性調
査

⑸　医薬部外
品製造区分
（無菌）に
係る適合性
調査

１件 70,500円 ⑷　医薬部外
品製造区分
（無菌）に
係る適合性
調査

１件 47,200円

⑹　医薬部外
品製造区分
（一般）に
係る適合性
調査

１件 52,900円 ⑸　医薬部外
品製造区分
（一般）に
係る適合性
調査

１件 32,500円

⑺　医薬部外
品製造区分
（包装、表
示 又 は 保
管）に係る
適合性調査

１件 23,900円 ⑹　医薬部外
品製造区分
（包装、表
示 又 は 保
管）に係る
適合性調査

１件 15,200円

⑻　医薬品医
療機器等法
第13条の２
の２第１項
に規定する
医薬部外品
の保管のみ
を行う製造
所（以下単
に「医薬部
外品の保管
のみを行う
製造所」と
いう。）に
係る適合性
調査

１件 23,900円

⑼　医薬品又
は医薬部外
品の試験検
査を製造所
以外の施設
において行
う場合（他
に委託して
行う場合を
含む。）に
おける当該
施設（以下
「外部試験
検査機関」
という。）
に係る適合
性調査

１件 23,900円 ⑺　医薬品又
は医薬部外
品の試験検
査を製造所
以外の施設
において行
う場合（他
に委託して
行う場合を
含む。）に
おける当該
施設（以下
「外部試験
検査機関」
という。）
に係る適合
性調査

１件 15,200円

65 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第７号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第14条
第７項又は第９項
の規定による同法
第14条第１項の承
認の取得後３年を
下らない政令で定
める期間を経過す
るごとに受けなけ
ればならない書面
による調査又は実
地の調査

医薬品又は医
薬部外品の定
期的なＧＭＰ
適合性調査手
数料

⑴　医薬品製
造区分（無
菌）に係る
適合性調査

１件 124,600円
ただし、調査
品目の数に
2,000円を乗
じて得た金額
を加算した金
額とする。

61 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第７号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第14条
第７項の規定によ
る同法第14条第１
項の承認の取得後
３年を下らない政
令で定める期間を
経過するごとに受
けなければならな
い書面による調査
又は実地の調査

医薬品又は医
薬部外品の定
期的なＧＭＰ
適合性調査手
数料

⑴　医薬品製
造区分（無
菌）に係る
適合性調査

１件 100,500円
ただし、調査
品目の数が２
以上である場
合にあって
は、１を超え
る調査品目の
数に2,000円
を乗じて得た
金額を加算し
た金額とする。

⑵　医薬品製
造区分（一
般）に係る
適合性調査

１件 95,000円
ただし、調査
品目の数に
1,000円を乗
じて得た金額
を加算した金
額とする。

⑵　医薬品製
造区分（一
般）に係る
適合性調査

１件 70,600円
ただし、調査
品目の数が２
以上である場
合にあって
は、１を超え
る調査品目の
数に1,000円
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を乗じて得た
金額を加算し
た金額とする。

⑶　医薬品製
造区分（包
装、表示又
は保管）に
係る適合性
調査

１件 53,400円
ただし、調査
品目の数に
500円を乗じ
て得た金額を
加算した金額
とする。

⑶　医薬品製
造区分（包
装、表示又
は保管）に
係る適合性
調査

１件 30,600円
ただし、調査
品目の数が２
以上である場
合にあって
は、１を超え
る調査品目の
数に500円を
乗じて得た金
額を加算した
金額とする。

⑷　医薬品の
保管のみを
行う製造所
に係る適合
性調査

１件 53,400円
ただし、調査
品目の数に
500円を乗じ
て得た金額を
加算した金額
とする。

⑸　医薬部外
品製造区分
（無菌）に
係る適合性
調査

１件 124,600円
ただし、調査
品目の数に
2,000円を乗
じて得た金額
を加算した金
額とする。

⑷　医薬部外
品製造区分
（無菌）に
係る適合性
調査

１件 100,500円
ただし、調査
品目の数が２
以上である場
合にあって
は、１を超え
る調査品目の
数に2,000円
を乗じて得た
金額を加算し
た金額とする。

⑹　医薬部外
品製造区分
（一般）に
係る適合性
調査

１件 95,000円
ただし、調査
品目の数に
1,000円を乗
じて得た金額
を加算した金
額とする。

⑸　医薬部外
品製造区分
（一般）に
係る適合性
調査

１件 70,600円
ただし、調査
品目の数が２
以上である場
合にあって
は、１を超え
る調査品目の
数に1,000円
を乗じて得た
金額を加算し
た金額とする。

⑺　医薬部外
品製造区分
（包装、表
示 又 は 保
管）に係る
適合性調査

１件 53,400円
ただし、調査
品目の数に
500円を乗じ
て得た金額を
加算した金額
とする。

⑹　医薬部外
品製造区分
（包装、表
示 又 は 保
管）に係る
適合性調査

１件 30,600円
ただし、調査
品目の数が２
以上である場
合にあって
は、１を超え
る調査品目の
数に500円を
乗じて得た金
額を加算した
金額とする。

⑻　医薬部外
品の保管の
みを行う製
造所に係る
適合性調査

１件 53,400円
ただし、調査
品目の数に
500円を乗じ
て得た金額を
加算した金額
とする。

⑼　外部試験
検査機関に
係る適合性
調査

１件 53,400円
ただし、調査
品目の数に
500円を乗じ
て得た金額を
加算した金額
とする。

⑺　外部試験
検査機関に
係る適合性
調査

１件 30,600円
ただし、調査
品目の数が２
以上である場
合にあって
は、１を超え
る調査品目の
数に500円を
乗じて得た金
額を加算した
金額とする。

66 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第７号の規定

医薬品又は医
薬部外品のＧ
ＭＰ区分適合

⑴　医薬品医
療機器等法
第14条第８

１件 124,600円
ただし、当該
調査に係る品
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に基づく医薬品医
療機器等法第14条
の２第２項の規定
による同条第１項
の医薬品又は医薬
部外品の製造工程
の区分ごとの確認
に係る書面による
調査又は実地の調
査

性調査手数料 項に規定す
る医薬品又
は医薬部外
品の製造工
程の区分を
定める省令
（令和３年
厚生労働省
令第17号。
以下「区分
省令」とい
う。）第２
条第３号に
規定する医
薬品の製造
工 程 区 分
（以下「医
薬品製造工
程区分（無
菌）」とい
う。）に係
る区分適合
性調査

目数に2,000
円を乗じて得
た金額及び当
該調査に係る
製造販売業者
の数に8,300
円を乗じて得
た金額を加算
した金額とす
る。

⑵　区分省令
第２条第４
号に規定す
る医薬品の
製造工程区
分 （ 以 下
「医薬品製
造工程区分
（一般）」
という。）
に係る区分
適合性調査

１件 95,000円
ただし、当該
調査に係る品
目数に1,000
円を乗じて得
た金額及び当
該調査に係る
製造販売業者
の数に8,300
円を乗じて得
た金額を加算
した金額とす
る。

⑶　区分省令
第２条第５
号に規定す
る医薬品の
製造工程区
分 （ 以 下
「医薬品製
造工程区分
（包装、表
示 又 は 保
管）」とい
う。）に係
る区分適合
性調査

１件 53,400円
ただし、当該
調査に係る品
目数に500円
を乗じて得た
金額及び当該
調査に係る製
造販売業者の
数に4,300円
を乗じて得た
金額を加算し
た金額とする。

⑷　区分省令
第２条第６
号に規定す
る医薬品の
製造工程区
分 （ 以 下
「医薬品製
造工程区分
（ 保 管 の
み）」とい
う。）に係
る区分適合
性調査

１件 53,400円
ただし、当該
調査に係る品
目数に500円
を乗じて得た
金額及び当該
調査に係る製
造販売業者の
数に4,300円
を乗じて得た
金額を加算し
た金額とする。

⑸　区分省令
第２条第３
号に規定す
る医薬部外
品の製造工
程区分（以
下「医薬部
外品製造工
程区分（無
菌）」とい
う。）に係
る区分適合
性調査

１件 124,600円
ただし、当該
調査に係る品
目数に2,000
円を乗じて得
た金額及び当
該調査に係る
製造販売業者
の数に8,300
円を乗じて得
た金額を加算
した金額とす
る。
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⑹　区分省令
第２条第４
号に規定す
る医薬部外
品の製造工
程区分（以
下「医薬部
外品製造工
程区分（一
般）」とい
う。）に係
る区分適合
性調査

１件 95,000円
ただし、当該
調査に係る品
目数に1,000
円を乗じて得
た金額及び当
該調査に係る
製造販売業者
の数に8,300
円を乗じて得
た金額を加算
した金額とす
る。

⑺　区分省令
第２条第５
号に規定す
る医薬部外
品の製造工
程区分（以
下「医薬部
外品製造工
程区分（包
装、表示又
は保管）」
という。）
に係る区分
適合性調査

１件 53,400円
ただし、当該
調査に係る品
目数に500円
を乗じて得た
金額及び当該
調査に係る製
造販売業者の
数に4,300円
を乗じて得た
金額を加算し
た金額とする。

⑻　区分省令
第２条第６
号に規定す
る医薬部外
品の製造工
程区分（以
下「医薬部
外品製造工
程区分（保
管のみ）」
という。）
に係る区分
適合性調査

１件 53,400円
ただし、当該
調査に係る品
目数に500円
を乗じて得た
金額及び当該
調査に係る製
造販売業者の
数に4,300円
を乗じて得た
金額を加算し
た金額とする。

67 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第７号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第14条
の７の２第３項の
規定による変更を
行う医薬品又は医
薬部外品の製造所
における製造管理
又は品質管理の方
法の基準の適合性
の確認

医薬品又は医
薬部外品のＧ
ＭＰ適合性確
認手数料

⑴　医薬品製
造区分（無
菌）に係る
確認

１件 70,500円

⑵　医薬品製
造区分（一
般）に係る
確認

１件 52,900円

⑶　医薬品製
造区分（包
装、表示又
は保管）に
係る確認

１件 23,900円

⑷　医薬品の
保管のみを
行う製造所
に係る確認

１件 23,900円

⑸　医薬部外
品製造区分
（無菌）に
係る確認

１件 70,500円

⑹　医薬部外
品製造区分
（一般）に
係る確認

１件 52,900円

⑺　医薬部外
品製造区分
（包装、表
示 又 は 保
管）に係る
確認

１件 23,900円

⑻　医薬部外
品の保管の
みを行う製

１件 23,900円
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造所に係る
確認

⑼　外部試験
検査機関に
係る確認

１件 23,900円

68 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第７号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第80条
第１項の規定によ
る輸出用の医薬品
又は医薬部外品を
製造しようとする
ときに受けなけれ
ばならない書面に
よる調査又は実地
の調査

輸出用医薬品
又は医薬部外
品の製造開始
時のＧＭＰ適
合性調査手数
料

⑴　医薬品製
造区分（無
菌）に係る
適合性調査

１件 70,500円 62 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第７号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第80条
第１項の規定によ
る輸出用の医薬品
又は医薬部外品を
製造しようとする
ときに受けなけれ
ばならない書面に
よる調査又は実地
の調査

輸出用医薬品
又は医薬部外
品の製造時の
ＧＭＰ適合性
調査手数料

⑴　医薬品製
造区分（無
菌）に係る
適合性調査

１件 47,200円

⑵　医薬品製
造区分（一
般）に係る
適合性調査

１件 52,900円 ⑵　医薬品製
造区分（一
般）に係る
適合性調査

１件 32,500円

⑶　医薬品製
造区分（包
装、表示又
は保管）に
係る適合性
調査

１件 23,900円 ⑶　医薬品製
造区分（包
装、表示又
は保管）に
係る適合性
調査

１件 15,200円

⑷　医薬品の
保管のみを
行う製造所
に係る適合
性調査

１件 23,900円

⑸　医薬部外
品製造区分
（無菌）に
係る適合性
調査

１件 70,500円 ⑷　医薬部外
品製造区分
（無菌）に
係る適合性
調査

１件 47,200円

⑹　医薬部外
品製造区分
（一般）に
係る適合性
調査

１件 52,900円 ⑸　医薬部外
品製造区分
（一般）に
係る適合性
調査

１件 32,500円

⑺　医薬部外
品製造区分
（包装、表
示 又 は 保
管）に係る
適合性調査

１件 23,900円 ⑹　医薬部外
品製造区分
（包装、表
示 又 は 保
管）に係る
適合性調査

１件 15,200円

⑻　医薬部外
品の保管の
みを行う製
造所に係る
適合性調査

１件 23,900円

⑼　外部試験
検査機関に
係る適合性
調査

１件 23,900円 ⑺　外部試験
検査機関に
係る適合性
調査

１件 15,200円

69 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第７号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第80条
第１項の規定によ
る輸出用の医薬品
又は医薬部外品の
製造の開始後３年
を下らない政令で
定める期間を経過
するごとに受けな
ければならない書
面による調査又は
実地の調査

輸出用医薬品
又は医薬部外
品の定期的な
ＧＭＰ適合性
調査手数料

⑴　医薬品製
造区分（無
菌）に係る
適合性調査

１件 124,600円
ただし、調査
品目の数に
2,000円を乗
じて得た金額
を加算した金
額とする。

63 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第７号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第80条
第１項の規定によ
る輸出用の医薬品
又は医薬部外品の
製造の開始後３年
を下らない政令で
定める期間を経過
するごとに受けな
ければならない書
面による調査又は
実地の調査

輸出用医薬品
又は医薬部外
品の定期的な
ＧＭＰ適合性
調査手数料

⑴　医薬品製
造区分（無
菌）に係る
適合性調査

１件 100,500円
ただし、調査
品目の数が２
以上である場
合にあって
は、１を超え
る調査品目の
数に2,000円
を乗じて得た
金額を加算し
た金額とする。

⑵　医薬品製
造区分（一
般）に係る
適合性調査

１件 95,000円
ただし、調査
品目の数に
1,000円を乗
じて得た金額
を加算した金
額とする。

⑵　医薬品製
造区分（一
般）に係る
適合性調査

１件 70,600円
ただし、調査
品目の数が２
以上である場
合にあって
は、１を超え
る調査品目の
数に1,000円
を乗じて得た
金額を加算し
た金額とする。
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⑶　医薬品製
造区分（包
装、表示又
は保管）に
係る適合性
調査

１件 53,400円
ただし、調査
品目の数に
500円を乗じ
て得た金額を
加算した金額
とする。

⑶　医薬品製
造区分（包
装、表示又
は保管）に
係る適合性
調査

１件 30,600円
ただし、調査
品目の数が２
以上である場
合にあって
は、１を超え
る調査品目の
数に500円を
乗じて得た金
額を加算した
金額とする。

⑷　医薬品の
保管のみを
行う製造所
に係る適合
性調査

１件 53,400円
ただし、調査
品目の数に
500円を乗じ
て得た金額を
加算した金額
とする。

⑸　医薬部外
品製造区分
（無菌）に
係る適合性
調査

１件 124,600円
ただし、調査
品目の数に
2,000円を乗
じて得た金額
を加算した金
額とする。

⑷　医薬部外
品製造区分
（無菌）に
係る適合性
調査

１件 100,500円
ただし、調査
品目の数が２
以上である場
合にあって
は、１を超え
る調査品目の
数に2,000円
を乗じて得た
金額を加算し
た金額とする。

⑹　医薬部外
品製造区分
（一般）に
係る適合性
調査

１件 95,000円
ただし、調査
品目の数に
1,000円を乗
じて得た金額
を加算した金
額とする。

⑸　医薬部外
品製造区分
（一般）に
係る適合性
調査

１件 70,600円
ただし、調査
品目の数が２
以上である場
合にあって
は、１を超え
る調査品目の
数に1,000円
を乗じて得た
金額を加算し
た金額とする。

⑺　医薬部外
品製造区分
（包装、表
示 又 は 保
管）に係る
適合性調査

１件 53,400円
ただし、調査
品目の数に
500円を乗じ
て得た金額を
加算した金額
とする。

⑹　医薬部外
品製造区分
（包装、表
示 又 は 保
管）に係る
適合性調査

１件 30,600円
ただし、調査
品目の数が２
以上である場
合にあって
は、１を超え
る調査品目の
数に500円を
乗じて得た金
額を加算した
金額とする。

⑻　医薬部外
品の保管の
みを行う製
造所に係る
適合性調査

１件 53,400円
ただし、調査
品目の数に
500円を乗じ
て得た金額を
加算した金額
とする。

⑼　外部試験
検査機関に
係る適合性
調査

１件 53,400円
ただし、調査
品目の数に
500円を乗じ
て得た金額を
加算した金額
とする。

⑺　外部試験
検査機関に
係る適合性
調査

１件 30,600円
ただし、調査
品目の数が２
以上である場
合にあって
は、１を超え
る調査品目の
数に500円を
乗じて得た金
額を加算した
金額とする。

70 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第７号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法施行令
第26条の４第１項
の規定による基準

基準確認証の
書換え交付手
数料

１件 2,000円
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確認証の書換え交
付

71 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
２項第７号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法施行令
第26条の５第１項
の規定による基準
確認証の再交付

基準確認証の
再交付手数料

１件 2,900円

72　略 64　略

73 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
３項第１号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第23条
の２第４項の規定
による医療機器又
は体外診断用医薬
品の製造販売業の
許可の更新の申請
に対する審査

略 65 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
３項第１号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第23条
の２第２項の規定
による医療機器又
は体外診断用医薬
品の製造販売業の
許可の更新の申請
に対する審査

略

74～76　略 66～68　略

77 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
３項第１号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第23条
の20第４項の規定
による再生医療等
製品製造販売業の
許可の更新の申請
に対する審査

略 69 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
３項第１号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第23条
の20第２項の規定
による再生医療等
製品製造販売業の
許可の更新の申請
に対する審査

略

78～81　略 70～73　略

82 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
３項第４号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第40条
の２第１項の規定
による医療機器の
修理業の許可の申
請に対する審査

略 74 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
３項第４号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第40条
の２第２項の規定
による医療機器の
修理業の許可の申
請に対する審査

略

83 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
３項第４号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第40条
の２第４項の規定
による医療機器の
修理業の許可の更
新の申請に対する
審査

略 75 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
３項第４号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第40条
の２第３項の規定
による医療機器の
修理業の許可の更
新の申請に対する
審査

略

84 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
３項第４号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第40条
の２第７項の規定
による医療機器の
事業所に係る修理
区分の変更又は追
加の許可の申請に
対する審査

略 76 医薬品医療機器等
法施行令第80条第
３項第４号の規定
に基づく医薬品医
療機器等法第40条
の２第５項の規定
による医療機器の
事業所に係る修理
区分の変更又は追
加の許可の申請に
対する審査

略

77 薬事法等の一部を
改正する法律（平
成25年法律第84
号）附則第63条第
２号の規定により
なお従前の例によ
るとされた改正前
の薬事法第14条第
６項（同条第９項
において準用する

体外診断用医
薬品又は医療
機器の承認申
請時又は一部
変更承認申請
時のＧＭＰ適
合性調査手数
料

⑴　薬事法等
の一部を改
正する法律
及び薬事法
等の一部を
改正する法
律の施行に
伴う関係政
令の整備等
及び経過措

１件 32,500円
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場合を含む。）の
規定に基づく同法
第14条第１項の承
認を受けようとす
るときに受けなけ
ればならない書面
による調査又は実
地の調査

置に関する
政令の施行
に伴う関係
省令の整備
等に関する
省令（平成
26年厚生労
働省令第87
号）第１条
の規定によ
る改正前の
薬事法施行
規則（以下
「旧省令」
という。）
第26条第２
項第２号に
掲げる区分
に係る適合
性調査

⑵　旧省令第
26条第２項
第３号に掲
げる区分に
係る適合性
調査

１件 15,200円

⑶　旧省令第
26条第５項
第２号に掲
げる区分に
係る適合性
調査

１件 47,200円

⑷　旧省令第
26条第５項
第３号に掲
げる区分に
係る適合性
調査

１件 32,500円

⑸　旧省令第
26条第５項
第４号に掲
げる区分に
係る適合性
調査

１件 15,200円

⑹　体外診断
用医薬品若
しくは医療
機器の試験
検査又は医
療機器の設
計及び開発
を製造所以
外の施設に
おいて行う
場合（他に
委託して行
う場合を含
む。）にお
ける当該施
設に係る適
合性調査

１件 15,200円

　　　附　則
　この条例は、令和３年８月１日から施行する。

　長崎県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例をこ
こに公布する。
　　令和３年７月20日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第34号
　　　長崎県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正する条例
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改正後 改正前

目次 目次
　第１章～第18章　略 　第１章～第18章　略
　第19章　雑則（第213条の２・第214条） 　第19章　雑則（第214条）
　附則 　附則
（準用） （準用）

第204条の22　第12条、第13条、第15条から第18条まで、第
21条、第24条、第29条、第34条の２、第36条の２から第42
条まで、第55条、第60条、第62条、第68条、第72条、第77
条、第78条、第93条、第95条、第97条、第160条の２、第
201条の２から第201条の６まで、第202条、第202条の２及
び第203条の２から第203条の４までの規定は、外部サービ
ス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この
場合において、第21条第２項中「次条第１項」とあるのは
「第204条の22において準用する第201条の４第１項」と、
第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは「第204条の
22において準用する第201条の４第２項」と、第60条中「療
養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援
助計画」と、第97条第１項中「前条の協力医療機関」とあ
るのは「第204条の22において準用する第203条の４第１項
の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、
第160条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立
訓練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。）」と
あるのは「支給決定障害者（入居前の体験的な外部サービ
ス利用型指定共同生活援助を受けている者を除く。）」と、
同条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受
ける者及び厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは
「支給決定障害者（入居前の体験的な外部サービス利用型
指定共同生活援助を受けている者に限る。）」と、第202条
第３項中「当該指定共同生活援助事業所の従業者」とある
のは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及
び受託居宅介護サービス事業所の従業者」と読み替えるも
のとする。

第204条の22　第12条、第13条、第15条から第18条まで、第
21条、第24条、第29条、第34条の２、第36条の２から第42
条まで、第60条、第62条、第68条、第72条、第77条、第78
条、第93条、第95条、第97条、第160条の２、第201条の２
から第201条の６まで、第202条、第202条の２及び第203条
の２から第203条の４までの規定は、外部サービス利用型
指定共同生活援助の事業について準用する。この場合にお
いて、第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第204
条の22において準用する第201条の４第１項」と、第24条
第２項中「第22条第２項」とあるのは「第204条の22にお
いて準用する第201条の４第２項」と、第60条中「療養介
護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計
画」と、第97条第１項中「前条の協力医療機関」とあるの
は「第204条の22において準用する第203条の４第１項の協
力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と、第
160条の２第１項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓
練を受ける者及び厚生労働大臣が定める者に限る。）」とあ
るのは「支給決定障害者（入居前の体験的な外部サービス
利用型指定共同生活援助を受けている者を除く。）」と、同
条第２項中「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受け
る者及び厚生労働大臣が定める者を除く。）」とあるのは
「支給決定障害者（入居前の体験的な外部サービス利用型
指定共同生活援助を受けている者に限る。）」と、第202条
第３項中「当該指定共同生活援助事業所の従業者」とある
のは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及
び受託居宅介護サービス事業所の従業者」と読み替えるも
のとする。

第19章　雑則 第19章　雑則
（電磁的記録等）
第213条の２　指定障害福祉サービス事業者及びその従業者
は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条
例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、
正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認
識することができる情報が記載された紙その他の有体物を
いう。以下この条において同じ。）で行うことが規定され
ている又は想定されるもの（第11条第１項（第44条第１項
及び第２項、第44条の４、第49条第１項及び第２項、第98
条、第98条の５、第127条、第152条、第152条の４、第162
条、第162条の４、第175条、第188条、第193条、第197条、
第197条の12、第197条の20並びに第213条第１項において
準用する場合を含む。）、第15条（第44条第１項及び第２項、
第44条の４、第49条第１項及び第２項、第81条、第98条、
第98条の５、第114条、第114条の４、第127条、第152条、
第152条の４、第162条、第162条の４、第175条、第188条、
第193条、第197条、第197条の12、第197条の20、第204条、
第204条の11、第204条の22並びに第213条第１項において
準用する場合を含む。）、第54条第１項、第107条第１項（第
114条の４において準用する場合を含む。）、第201条の３第

　　（長崎県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）
第１条　長崎県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成24年長崎県条例
第70号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。
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１項（第204条の11及び第204条の22において準用する場合
を含む。）及び次項に規定するものを除く。）については、
書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ
ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報
処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。
２　指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、
説明、同意、締結その他これらに類するもの（以下「交付
等」という。）のうち、この条例の規定において書面で行
うことが規定されている又は想定されるものについては、
当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が
利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じ
た適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子
的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識すること
ができない方法をいう。）によることができる。

　　（長崎県婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）
第２条　長崎県婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成24年長崎県条例第77号）の一部を次のよ
うに改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（電磁的記録）
第21条　婦人保護施設は、作成、保存その他これらに類する
もののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、
文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等
人の知覚によって認識することができる情報が記載された
紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で
行うことが規定されている又は想定されるものについて
は、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方
式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが
できない方式で作られる記録であって、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことが
できる。
　　（委任）
第22条　略

　　（委任）
第21条　略

　　（長崎県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）
第３条　長崎県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成24年長崎県条例第71号）の
一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

目次 目次
　第１章及び第２章　略 　第１章及び第２章　略
　第３章　雑則（第61条の２・第62条） 　第３章　雑則（第62条）
　附則 　附則

第３章　雑則 第３章　雑則
　（電磁的記録等）
第61条の２　指定障害者支援施設及びその従業者は、作成、
保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定に
おいて書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、
複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することが
できる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下こ
の条において同じ。）で行うことが規定されている又は想
定されるもの（第10第１項、第14条及び次項に規定するも
のを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る
電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
よっては認識することができない方式で作られる記録で



― 22 ―

令和３年７月20日　火曜日 長 崎 県 公 報 号　外

　　（長崎県障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）
第４条　長崎県障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成24年長崎県条例第72号）の一部
を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

目次 目次
　第１章～第９章　略 　第１章～第９章　略
　第10章　雑則（第91条の２・第92条） 　第10章　雑則（第92条）
　附則 　附則

第10章　雑則 第10章　雑則
（電磁的記録等）
第91条の２　障害福祉サービス事業者及びその職員は、作成、
保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定に
おいて書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、
複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することが
できる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下こ
の条において同じ。）で行うことが規定されている又は想
定されるもの（次項に規定するものを除く。）については、
書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ
ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報
処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。
２　障害福祉サービス事業者及びその職員は、交付、説明、
同意、締結その他これらに類するもの（以下「交付等」と
いう。）のうち、この条例の規定において書面で行うこと
が規定されている又は想定されるものについては、当該交
付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者
である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切
な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、
磁気的方法その他人の知覚によって認識することができな
い方法をいう。）によることができる。

　　（長崎県地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）
第５条　長崎県地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例（平成24年長崎県条例第74号）の一部
を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（電磁的記録等）
第20条　地域活動支援センター及びその職員は、記録、保存
その他これらに類するもののうち、この条例の規定におい
て書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複
本その他文字、図形等人の知覚によって認識することがで
きる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この
条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定
されるもの（次項に規定するものを除く。）については、

あって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを
いう。）により行うことができる。
２　指定障害者支援施設及びその従業者は、交付、説明、同
意、締結その他これらに類するもの（以下「交付等」とい
う。）のうち、この条例の規定において書面で行うことが
規定されている又は想定されるものについては、当該交付
等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者で
ある場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な
配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、
磁気的方法その他人の知覚によって認識することができな
い方法をいう。）によることができる。
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書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ
ない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報
処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。
２　地域活動支援センター及びその職員は、説明、同意その
他これらに類するもの（以下「説明等」という。）のうち、
この条例の規定において書面で行うことが規定されている
又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承
諾を得て、当該説明等の相手方が利用者である場合には当
該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、
書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その
他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）
によることができる。
　　（委任）
第21条　略

　　（委任）
第20条　略

　　（長崎県福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）
第６条　長崎県福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平成24年長崎県条例第75号）の一部を次のよう
に改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　（電磁的記録等）
第18条　福祉ホーム及びその職員は、記録、保存その他これ
らに類するもののうち、この条例の規定において書面（書
面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文
字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が
記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において
同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるもの
（次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、
当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その
他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら
れる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ
れるものをいう。）により行うことができる。
２　福祉ホーム及びその職員は、説明、同意その他これらに
類するもの（以下「説明等」という。）のうち、この条例
の規定において書面で行うことが規定されている又は想定
されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、
当該説明等の相手方が利用者である場合には当該利用者に
係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代え
て、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚
によって認識することができない方法をいう。）によるこ
とができる。
　　（委任）
第19条　略

　　（委任）
第18条　略

　　（長崎県障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）
第７条　長崎県障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成24年長崎県条例第73号）の一部を次の
ように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

目次 目次
　第１章及び第２章　略 　第１章及び第２章　略
　第３章　雑則（第47条の２・第48条） 　第３章　雑則（第48条）
　附則 　附則

第３章　雑則 第３章　雑則
（電磁的記録等）
第47条の２　障害者支援施設及びその職員は、作成、保存そ
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　　（長崎県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）
第８条　長崎県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成24年長崎県条例第76号）の一部を次のよ
うに改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

目次 目次
　第１章～第14章　略 　第１章～第14章　略
　第15章　雑則（第131条の２・第132条） 　第15章　雑則（第132条）
　附則 　附則
　（職員配置） 　（職員配置）
第93条　略 第93条　略
２及び３　略 ２及び３　略
４　主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター
には、第１項に規定する職員及び言語聴覚士を置かなけれ
ばならない。ただし、第１項各号に掲げる施設及び場合に
応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置かないことがで
きる。

４　主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センター
には、第１項に規定する職員及び言語聴覚士を置かなけれ
ばならない。ただし、児童40人以下を通わせる施設にあっ
ては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては
調理員を置かないことができる。

５～９　略 ５～９　略
第15章　雑則 第15章　雑則

（電磁的記録）
第131条の２　児童福祉施設及びその職員は、記録、作成そ
の他これらに類するもののうち、この条例の規定において
書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本
その他文字、図形等人の知覚によって認識することができ
る情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条
において同じ。）で行うことが規定されている又は想定さ
れるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁
的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって
は認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）
により行うことができる。

の他これらに類するもののうち、この条例の規定において
書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本
その他文字、図形等人の知覚によって認識することができ
る情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条
において同じ。）で行うことが規定されている又は想定さ
れるもの（次項に規定するものを除く。）については、書
面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁
気的方式その他人の知覚によっては認識することができな
い方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処
理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。
２　障害者支援施設及びその職員は、交付、説明、同意、締
結その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）
のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定さ
れている又は想定されるものについては、当該交付等の相
手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場
合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮を
しつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的
方法その他人の知覚によって認識することができない方法
をいう。）によることができる。

　　（長崎県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）
第９条　長崎県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成24年長崎県条例第68号）
の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。
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改正後 改正前

目次 目次
　第１章～第７章　略 　第１章～第７章　略
　第８章　雑則（第93条の２・第94条） 　第８章　雑則（第94条）
　附則 　附則

第８章　雑則 第８章　雑則
　（電磁的記録等）
第93条の２　指定障害児通所支援事業者等及びその従業者
は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条
例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、
正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認
識することができる情報が記載された紙その他の有体物を
いう。以下この条において同じ。）で行うことが規定され
ている又は想定されるもの（第14条第１項（第56条の５、
第60条、第72条、第79条、第79条の２、第82条、第82条の
９及び第90条において準用する場合を含む。）、第18条（第
56条の５、第60条、第72条、第79条、第79条の２、第82条、
第82条の９及び第90条において準用する場合を含む。）及
び次項に規定するものを除く。）については、書面に代え
て、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によっては認識することができない方式で
作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に
供されるものをいう。）により行うことができる。
２　指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付、
説明、同意その他これらに類するもの（以下「交付等」と
いう。）のうち、この条例の規定において書面で行うこと
が規定されている又は想定されるものについては、当該交
付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児
又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当
該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた
適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的
方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することが
できない方法をいう。）によることができる。

　　（長崎県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）
第10条　長崎県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成24年長崎県条例第69号）
の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

目次 目次
　第１章～第３章　略 　第１章～第３章　略
　第４章　雑則（第60条の２・第61条） 　第４章　雑則（第61条）
　附則 　附則
　　　第４章　雑則 　　　第４章　雑則
（電磁的記録等）

第60条の２　指定障害児入所施設等及びその従業者は、作成、
保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定に
おいて書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、
複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することが
できる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下こ
の条において同じ。）で行うことが規定されている又は想
定されるもの（第11条（第60条において準用する場合を含
む。）、第15条第１項（第60条において準用する場合を含
む。）及び次項に規定するものを除く。）については、書面
に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気
的方式その他人の知覚によっては認識することができない
方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理
の用に供されるものをいう。）により行うことができる。
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　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

　長崎県立長崎図書館設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和３年７月20日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第35号
　　　長崎県立長崎図書館設置条例の一部を改正する条例
　長崎県立長崎図書館設置条例（昭和25年長崎県条例第70号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

２　指定障害児入所施設等及びその従業者は、交付、説明、
同意その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）
のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定さ
れている又は想定されるものについては、当該交付等の相
手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は入所
給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該入所給
付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配
慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁
気的方法その他人の知覚によって認識することができない
方法をいう。）によることができる。

改正後 改正前

　（設置）
第１条　略
２　図書館の郷土資料に関する業務を分掌させるため、長崎
県立長崎図書館郷土課（以下「郷土課」という。）を長崎
市に置く。

第１条　略
２　図書館の郷土資料に関する業務を分掌させるため、長崎
県立長崎図書館郷土課を長崎市に置く。

　（図書館奉仕）
第２条　略 第２条　略
　（運営）
第３条　略 第３条　略
　（職員）
第４条　略 第４条　略
　（事務の委託）
第５条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14第
１項の規定により、図書館（郷土課を除く。）の管理に関
する次の事務を大村市に委託する。
　⑴～⑶　略

第５条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の14第
１項の規定により、図書館の管理に関する次の事務を大村
市に委託する。
　⑴～⑶　略

　（使用許可）
第６条　別表第１に掲げる郷土課の施設及び附帯設備（以下
「施設等」という。）を使用しようとするものは、あらかじ
め教育委員会の許可を受けなければならない。
２　教育委員会は、施設等の管理上必要と認めるときは、前
項の許可をするに当たり、条件を付すことができる。
３　教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、
第１項の許可をしないことができる。
⑴　公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認め
られるとき。
⑵　施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある
と認められるとき。
⑶　前２号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があ
ると認められるとき。

　（使用料）
第７条　前条の規定により使用の許可を受けた者（以下「使
用者」という。）は、別表第１に掲げる使用料を前納しな
ければならない。ただし、知事が特別の理由があると認め
るときは、使用料を後納することができる。
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２　郷土課の駐車場の使用料は、別表第２のとおりとし、駐
車場を使用する者が自動車を駐車場から出場させる際に徴
収する。
　（使用料の減免）
第８条　知事は、公益上の理由その他特別の理由があると認
めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
　（使用料の不還付）
第９条　既納の使用料は、還付しない。ただし、知事は、特
別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付
することができる。
　（使用権の譲渡等の禁止）
第10条　使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、又は転
貸してはならない。
　（使用許可の取消し等）
第11条　教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当
するときは、第６条第１項の許可を取り消し、又は施設等
の使用を制限し、若しくはその停止を命ずることができる。
⑴　この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又
はこれらに基づく指示に違反したとき。
⑵　偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
⑶　許可に付した条件に違反したとき。
⑷　第６条第３項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
　（原状回復の義務）
第12条　使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は第６
条第１項の許可を取り消されたときは、速やかに施設等を
原状に回復しなければならない。
　（損害賠償）
第13条　施設等を損傷し、又は紛失した者は、その損害を賠
償しなければならない。ただし、知事は、やむを得ない理
由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除する
ことができる。
　（委任）
第14条　略 第６条　略

別表第１（第６条、第７条関係）

区分 使用単位 使用料

施設 集会・研
修室

Ａタイプ（全室）

１時間

1,140円

Ｂタイプ（全室の３分の２
を使用する場合） 760円

Ｃタイプ（全室の３分の１
を使用する場合） 380円

附帯
設備

映像設備
スクリーン及びプロジェク
ター １式１回 1,100円

電子モニター １台１回 1,100円

音響設備 マイクロホン １式１回 1,100円

備考
１　使用時間に１時間に満たない端数があるときは、これ
を１時間に切り上げる。
２　施設を利用する場合における時間の計算については、
機材の搬入及び搬出並びに施設の点検に必要な時間を含
むものとする。
３　附帯設備のみの単独使用は、認めない。

別表第２（第７条関係）

区分 使用料

駐車場 駐車時間30分につき150円
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　　　附　則
　　（施行期日）
１　この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
　　（準備行為）
２　この条例による改正後の長崎県立長崎図書館設置条例第６条の規定に基づく使用許可に関し必要な手続その
他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

　長崎県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例をここに公布する。
　　令和３年７月20日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第36号

長崎県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例の一部を改正
する条例

　長崎県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める条例（平成24年長崎県
条例第52号）の一部を次のように改正する。　
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　　（信号機に関する基準）
第２条　信号機に関する法第36条第２項に該当する基準は、
当該信号機が、次に掲げる信号機であること又は当該信号
機を設置する場所において次に掲げる信号機と一体的に交
通整理を行うことができる信号機であることとする。

　　（信号機に関する基準）
第２条　信号機に関する法第36条第２項に該当する基準は、
当該信号機が、次に掲げる信号機であること又は当該信号
機を設置する場所において次に掲げる信号機と一体的に交
通整理を行うことができる信号機であることとする。

⑴　道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）第２条第
４項に規定する信号機であって、次のいずれかに該当す
るもの

⑴　道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）第２条第
４項に規定する信号機であって、次のいずれかに該当す
るもの

ア　人の形の記号を有する青色の灯火の信号（以下「歩
行者用青信号」という。）に従って道路を横断し、又
は横断しようとしている視覚障害者に対し、歩行者用
青信号の表示を開始したこと又は当該表示を継続して
いることを伝達するための音響を発することができる
もの（当該表示を開始したこと又は当該表示を継続し
ていることに関する情報を当該視覚障害者が使用する
通信端末機器に送信することができるものを含む。）　

ア　人の形の記号を有する青色の灯火の信号（以下「歩
行者用青信号」という。）に従って道路を横断し、又
は横断しようとしている視覚障害者に対し、歩行者用
青信号の表示を開始したこと又は当該表示を継続して
いることを伝達するための音響を発することができる
もの

　　イ及びウ　略 　　イ及びウ　略
⑵　略 ⑵　略

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

備考　使用時間に30分に満たない端数があるときは、これ
を30分に切り上げる。
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